
事務事業の概要・計画（PLAN）

10 款 2 項 3 目

□ 評価対象事業 ■ 評価対象外事業（事業の概要・結果のみ）

30

9

□

事業活動の内容・成果（DO）

前 2 2

事務事業評価（CHECK)

4 年度 5

主な実施主体 学校教育課
実施形態（補助金・指定管
理料・委託料等の記載欄）

委託料（国庫支出金・地方
債・一般財源）

8,531 9,218 8,624 8,654

年度 6 年度 7 年度 5年間の合計

自己判定
(担当責任

者)
事業の成果 小学校空気調和設備については、令和12年まで維持管理契約が締結できており、安定運転が実施できている。

一次判定 事業の
方向性

■ 事業継続と判断する。

判断の理由 小学校の空気調和設備の維持管理に必要な事業であるため。□ 事業縮小と判断する

□ 事業廃止と判断する

向こう５年間の直接事業費の推移
（千円）

3 年度

9,218 44,245

10,902

1人工当たりの人件費単価 7,992 7,812 7,812

※　直接事業費＋人件費

0.20職員の人工（にんく）数 0.30 0.20

430,606 10,902

0

地 方 債 317,700 0 0 0 0

9,340 0 0 0 9,340

0 0

一 般 財 源 19,740

0

空気調和設備維持管理委託料 千円 - 9340

- - -

財
源
内
訳

国 庫 支 出 金 90,768 0 0 0 0 0

県 支 出 金 0 0 0 0 0 0

9340そ の 他 0 0 0 0

年度実績

直   接   事   業   費 428,208 9,340 0 0 0 9,340

空気調和設備設置完了学校数

決算額 項       目 単位 年度実績 年度予定 9月末の実績項           目 前年度決算 当初予算額 補正予算額 継続費その他 翌年度繰越

校 9

事業の内容
（整備内容）

設置教室数：小学校9校　153室　　事業方式：本事業を実施する業者が、空気調和
設備の設計業務、施工業務、工事監理業務を行った後、速やかに市に引渡し、事業
期間を通じて事業者が維持管理業務を行うDBO（Desigh-Build-Operate）方式とす
る。

評価事業としない
こととした理由

令和元年度に伊予市内の市立小学校に空気調和設備の設置が完了した。DBO方式と
して令和2年度以降も契約は継続しているが、令和12年度までの10年間は維持管理
業務としての契約となり、設備を維持する委託料のみの支払にとどまるため。

事 業 費 及 び 財 源 内 訳 （ 千 円 ） 事 業 活 動 の 実 績 （ 活 動 指 標 ）

総合計画における
本事業の役割

児童の体調管理に寄与する

事業の対象 市内小学校 事業の目的
伊予市内の市立小学校に空気調和設備を設置することにより、平成30年度の災害と
もいえる猛暑に起因する健康被害の発生状況等を踏まえ、早期に子供たちの安全と
健康を守るため、熱中症対策として空気調和設備の整備をする。

生涯教育都市の創造
【終了】

令和 年度(予定)

学校教育環境の整備・充実 設定なし

事業評価の有無 担当責任者名 向井大昌

法令根拠等 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金

実 施 期 間

【開始】 令和／平成 年度

総合計画での
位置付け

一般会計 担当課 学校教育課

予算科目 事業番号 4339 所属長名 佐々木正孝

令和 2 年度　事務事業評価シート

事務事業名 小学校空気調和設備設置事業
会計名称



今後の方向性（ACTION）

事業の方向性 コメント欄

□

指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進
に努め、今年度の事務事業評価シートに
反映させること。□

一次判定結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。

□

一次判定は以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。

さらに重点化する。

■ 現状のまま継続する。

□ 見直しの上、継続する。

□ 事業の縮小を検討する。
事業を縮小する。

□ 事業の休止、廃止を検討する。
事業を休止、廃止する。

行政評価委員会の答申
外  部  評  価

答申の内容

⇒

□ 既に事業廃止が決定していることから、廃止に向けた手続を行う。

二次判定

■ 一次判定結果のとおり事業継続と判断する。

□ 一次判定結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。

□ 一次判定結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。

経営者会議
の最終判断


